
赤ちゃんが生まれたら

〇出生届を出生日を含めて14日以内に市民課
または市民センターに提出します。

〇金沢市外の里帰り先の自治体に出生届を提出
することもできます。



赤ちゃん訪問

〇赤ちゃんが生まれた全世帯に、保健師や助産師が
家庭訪問をしています。

〇赤ちゃんの体重測定や育児の仕方、お母さんの
健康などの相談に応じています。

〇訪問時期は、３か月児健康診査の前までの
ご希望の時期に応じて調整いたします。



かなざわ育みアプリ
（母子健康手帳アプリ）から
出生連絡票の登録をお願いします。

〇お子さんのお名前、出産日、出生時
体重、訪問先住所、訪問希望時期
などを入力します。

赤ちゃん訪問



かなざわ育みアプリ（母子健康手帳アプリ）からの
出生連絡票の登録以外にも母子健康手帳に綴じ込み
の赤ちゃんとお母さんの家庭訪問連絡票を提出して
いただくことも可能です。

お住まいを担当する福祉健康センターまで郵送
またはご持参ください。
金沢市で出生届をされる方は、市役所市民課・
各市民センターに出生届と一緒に提出すること
もできます。

赤ちゃん訪問



赤ちゃん訪問

〇かなざわ育みアプリ（母子健康手帳アプリ）からの
出生連絡票の登録または母子健康手帳に綴じ込みの
赤ちゃんとお母さんの家庭訪問連絡票の提出後に、
福祉健康センター職員が連絡させていただきます。

＊連絡票の登録や提出がない場合でも、福祉健康セン
ター職員から連絡させていただくことがあります。



里帰り出産をされる方へ

〇里帰り先で赤ちゃん訪問を受けることもできます。

〇かなざわ育みアプリ（母子健康手帳アプリ）から
出生連絡票の登録または母子健康手帳に綴じ込み
の赤ちゃんとお母さんの家庭訪問連絡票の提出時
に訪問希望先を入力・記載してください。
市外の場合は、里帰り先の自治体と調整いたします。
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